
新たな外国人材受入れ（在留資格「特定技能」の創設等）

平成３０年１２月８日，第１９７回国会（臨時会）において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の

一部を改正する法律」が成立し，同月１４日に公布されました（平成３０年法律第１０２号）。

　この改正法は，在留資格「特定技能１号」「特定技能２号」の創設，出入国在留管理庁の設置等を内容とす

るものです。（法務省ＨＰより引用）

詳細　法務省ＨＰ

新たな外国人材受入れ（在留資格「特定技能」の創設等）
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